
登別市中小企業生産性向上支援補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、エネルギー・原材料費等の物価高騰及び人手不足の厳しい経営環境に直面する中

小企業者等が、持続可能な経営体質の構築を目指すとともに、地域経済の活性化に寄与することを目的

として、生産性を向上させ構造的な賃上げの環境整備の促進を図るため、予算の範囲内において登別市

中小企業生産性向上支援補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、登別市補助金等の

事務取扱に関する規則（昭和５４年規則第８号）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）中小企業者等 次のいずれかに該当する者のうち、登別市内（以下「市内」という。）に事業所等

を有する法人又は個人をいう。

ア 中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第２条第１項第１号から第８号までに規定

する中小企業者

イ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３９条に規定する医療法人

ウ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社会福祉法人

エ 私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第３条に規定する学校法人

オ 一般社団法人又は一般財団法人（公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成

１８年法律第４９号）第４条の認定を受けようとするものを含む。）

カ その他市長が適当であると認める者

（２）市内本社・本店事業者 市内に本店若しくは主たる事務所の登記を有する法人又は市内に住所を

有する個人をいう。

（３）市内支店等事業者 市内に支店、営業所その他これらに類する事業所を有する法人（市内本社・本

店事業者を除く。）をいう。

（４）従業員数 常時使用する従業員（労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第２０条に規定するあら

かじめ解雇の予告を必要とする者をいう。以下同じ。）の数をいう。

（補助対象者）

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、中小企業者等であって、次の

各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

（１）新たな事業活動を行う者又は実際に事業活動を行っている者

（２）当該補助金による設備投資後も事業を継続する意思がある者

（３）補助金の交付の申請をする時点において、納期の到来した市税等について完納している者

（４）登別市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２６年条例第２２号）第２条第１号から第３号まで

に規定される者でないこと。

（５）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に

定める風俗営業又は同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと。ただし、スナッ

ク、バー等の食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第５５条に基づく飲食店営業の許可を受けて



事業を営む者を除く。

（６）インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律（平成１５年

法律第８３号）第２条第２号に規定するインターネット異性紹介事業を行う者でないこと。

（７）政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条第１項に規定する政治団体又は政治活動を目

的とした事業を行う者でないこと。

（８）宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条に規定する宗教団体又は宗教活動を目的とした事

業を行う者でないこと。

（９）従業員の賃金が最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）第９条第１項の規定により定められた北

海道の地域別最低賃金の額（以下「最低賃金」という。）以上であること。

（補助対象事業）

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象者が生産性向上

に資する設備投資を行う事業であって、人手不足の解消又は賃上げの環境整備が整う事業で、次の各号

に掲げる要件の全てを満たすものとする。

（１）事業の実施により、１人当たり給与支給総額の年平均成長率を１％以上増加させる環境が整うこ

と又は従業員がいない補助対象者は人手不足の解消が見込めること。

（２）既存設備を単に同等品に更新するものではないこと。

（３）補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）が１００万円以上の事業である

こと。

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは補助対象事業から除く。

（１）第８条の規定による補助金の交付の決定前に設備導入に関する契約又は購入等を行った事業

（２）その他市長が適当でないと認める事業

３ 第１項第１号において「１人当たり給与支給総額の年平均成長率」とは、次の式により算定した数値

をいう。

〔（第１１条第２項の規定による通知の日から１年後の１人当たり給与支給総額）÷（第７条の規定

による交付申請時の１人当たり給与支給総額）－１〕×１００（％）

（補助対象経費）

第５条 補助対象経費は、補助対象事業に要した経費のうち次に掲げるものとする。

（１）機械及び装置・システム構築費に要する別表１に掲げる経費

（２）据付工事費、運搬費その他導入に係る経費

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象経費としない。

（１）通常の事務活動に伴う経費（人件費、事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信

費、汎用事務機器購入費、広告宣伝費等）

（２）単に経費削減を目的とした経費（ＬＥＤ電球への交換等）

（３）不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る経費（エアコン設置、執務室

の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設等）

（４）法令等で設置が義務づけられ、義務を怠っていたことによる整備の経費

（５）リース料金



（６）中古品の購入費

（７）補助金の交付の決定前に実施した生産性向上に資する設備投資

（８）その他市長が適当でないと認める経費

（補助金の額）

第６条 補助金の額は、補助対象経費の額に別表２に定める区分に応じた補助率を乗じて得た額とし、

同表に定める補助上限額を限度とする。この場合において、算出した補助金の額に１，０００円未満の

端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

（交付申請）

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、市長が別に定める期日までに、

登別市中小企業生産性向上支援補助金交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長

に申請するものとする。

（１）登別市中小企業生産性向上支援補助金事業計画書（別記様式第２号）

（２）誓約書（別記様式第３号）

（３）法人にあっては、履歴事項全部証明書（発行後３月以内のもの）

（４）個人にあっては、直近の確定申告書の写し

（５）見積書及び機器等仕様書

（６）登別市の市税等の納付状況を確認できる書類（納税証明書（未納がない証明）等）

（７）その他市長が必要と認める書類

２ 新たに事業活動を行う申請者は、前項第３号及び第４号に掲げる書類を第１１条第１項の規定によ

る実績報告の際に提出することができるものとする。

（交付決定）

第８条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付が適性である

と認めた申請者を交付の決定の候補者（以下「適性申請者」という。）とする。

２ 市長は、適性申請者の交付申請額の総額が当該年度の予算の範囲を超えた場合は、市長が別に定め

るくじ引きによる抽選（以下「抽選」という。）により交付の決定（以下「交付決定」という。）を受け

る者を決定するものとする。

３ 市長は、抽選の結果、交付決定をした候補者に対し、速やかに登別市中小企業生産性向上支援補助金

交付決定通知書（別記様式第４号）により通知するものとする。

４ 市長は、第１項の規定による審査の結果、補助金の交付が適正でないと認めた申請者及び抽選の結

果、交付決定に至らなかった候補者に対し、速やかに登別市中小企業生産性向上支援補助金不交付決定

通知書（別記様式第５号）により通知するものとする。

５ 市長は、適正申請者の交付申請額の総額が当該年度の予算の範囲を超えない場合は、適正申請者に

対し、速やかに登別市中小企業生産性向上支援補助金交付決定通知書により、第１項の規定による審査

の結果、補助金の交付が適正でないと認めた申請者に対し、速やかに登別市中小企業生産性向上支援補

助金不交付決定通知書により通知するものとする。

６ 市長は、第３項又は前項の規定による交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成す

るため必要があるときは、必要な条件を付することができるものとする。

（事業内容又は完了予定日の変更等）



第９条 前条第３項又は第５項の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）

は、交付決定を受けた補助対象事業の内容又は完了予定期日を変更しようとするときは、登別市中小企

業生産性向上支援補助金変更承認申請書（別記要様式第６号）を市長に提出し、その承認を受けなけれ

ばならない。ただし、第７条第１項の規定により申請した内容の変更が軽微であって、補助金の額に影

響を及ぼさない場合又は変更後の完了予定期日が当初の完了予定期日後２月以内である場合は、この

限りではない。

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、変更を承認するときは、

登別市中小企業生産性向上支援補助金変更承認兼変更交付決定通知書（別記様式第７号）により、変更

を承認しないときは、登別市中小企業生産性向上支援補助金変更不承認通知書（別記様式第８号）によ

り、その結果について交付決定者に通知するものとする。

３ 交付決定者は、補助対象事業の実施が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受け

なければならない。

（事業の中止又は廃止）

第１０条 交付決定者は、第７条第１項の規定により申請した内容を中止又は廃止しようとするときは、

登別市中小企業生産性向上支援補助金（中止・廃止）承認申請書（別記様式第９号）を市長に提出し、

その承認を受けなければならない。

２ 市長は、前項の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、中止又は廃止を承認するときは、

登別市中小企業生産性向上支援補助金（中止・廃止）承認及び交付決定取消通知書（別記様式第１０号）

により、中止又は廃止を承認しないときは、登別市中小企業生産性向上支援補助金（中止・廃止）不承

認通知書（別記様式第１１号）により、交付決定者に通知するものとする。

（実績報告及び補助金額の確定）

第１１条 交付決定者は、補助対象事業が完了した日から３０日以内の日又は交付決定の日の属する会

計年度の２月末日のいずれか早い日までに、登別市中小企業生産性向上支援補助金実績報告書（別記様

式第１２号）に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

（１）補助対象経費に係る領収書の写し

（２）実施した補助対象事業の内容が確認できる資料

（３）その他市長が必要と認める書類

２ 市長は、前項の規定による実績報告があった場合は、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地

調査等を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適

合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、登別市中小企業生産性向上支援補助金額確定

通知書（別記様式第１３号）により交付決定者に通知するものとする。

（請求等）

第１２条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた交付決定者は、登別市中小企業生産性向上支援

補助金交付請求書（別記様式第１４号）により市長に補助金の交付を請求するものとする。

２ 市長は、前項の請求が適当と認める場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

（取得財産等の管理及び処分）

第１３条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けて取得した財産（以下「取得財産等」という。）

の管理に当たっては、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するととも



に、補助金の交付の目的に従って効率的に運用しなければならない。

２ 補助金の交付を受けた者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５

号）に定められている耐用年数を経過するまでの期間（以下「処分制限期間」という。）は、取得財産

等を処分してはならない。ただし、登別市中小企業生産性向上支援補助金財産処分等承認申請書（別記

様式第１５号）を市長に提出し、その承認を受けた場合はこの限りでない。

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、登別市中小企業生産性

向上支援補助金財産処分等審査結果通知書（別記様式第１６号）により、当該申請を行った者に通知す

るものとする。

４ 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、前項の承認を受けて取得財産等を処分することにより得

た収入の全部又はその一部の返還を求めることができる。

（交付決定の取消し及び補助金の返還）

第１４条 市長は、交付決定者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、

補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくはその一部の返還を求めるこ

とができる。

（１）補助金の交付の条件に違反したとき。

（２）補助対象事業の施行の方法等が不適当と認められるとき。

（３）申請等に不正の行為があると認められるとき。

（４）前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

２ 交付決定者又は補助金の交付を受けた者は、前項又は前条第４項の規定により、市長から補助金の

返還を求められたときは、市長が別に定める期日までに、交付を受けた補助金の全部又は一部を返還す

るものとする。

（書類の整備）

第１５条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠

書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間保管しなけれ

ばならない。

（立入調査）

第１６条 市長は、補助対象事業が適切に実施されているかを確認するため、必要があるときは、補助金

の交付を受けた者に対し、当該職員により当該補助金の交付を受けた者の事業所等に立ち入り、帳簿書

類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

２ 前項の規定により立入調査又は質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に

提示しなければならない。

（実施状況調査）

第１７条 第１１条第２項の登別市中小企業生産性向上支援補助金額確定通知書を受領した者は、事業

完了の翌年度以降に市長が実施する実施状況調査に応じるものとする。

（その他）

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則



この告示は、令和８年４月１日から施行する。



別表１（第５条関係）

別表２（第６条関係）

機器装置・システム構築費 ①専ら補助対象事業のために使用される機械及び装置の購入に要す

る経費

②専ら補助対象事業のために使用される専用ソフトウェア・情報シ

ステムの購入に要する経費

ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令における「機械及び

装置」及び「ソフトウェア」に係る経費を対象とし、「船舶」、「航空

機」、「車両及び運搬具」に係る経費は対象外とする。

従業員数 補助上限額
補助率

市内本社・本店事業者 市内支店等事業者

５人以下 １００万円

２／３ １／２６人以上２０人以下 ２５０万円

２１人以上 ５００万円


